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第１章 知的財産人材育成総合戦略の必要性 

 

（知的財産人材の重要性） 

 我が国では、知的財産戦略本部の下、知的財産を重視することによる国の競

争力強化等のための国家戦略を進めてきた。近年の知的財産の重要性の高まり

に伴って、知的財産に関連する業務はますます拡大しており、特許や著作権と

いった知的財産の管理に携わる人材はもちろん、これまで知的財産との関わり

が少なかった部門でも知的財産の知識・能力を持つ人材が求められるようにな

ってきている。知的財産制度を支えるのは人であり、知的財産に関わる人材の

質的・量的な不足は知的財産立国実現のネックとなる。 

 

（多様な知的財産人材の総合力の重要性） 

 知的財産に関連する人材には多様な職種があり、それぞれに求められるスキ

ルも多様である。例えば、研究者やクリエーターなど知的財産を創造する人材

もいれば、生み出された知的財産の保護・活用を行う弁理士や企業の知的財産

担当部門の職員などの人材もいる。知的財産を活かして経営を行う経営者や知

的財産の創造から活用までを総合的に扱うプロデューサー人材も、広義には知

的財産人材といえよう。 

これらの多様な人材のうち、どれかが欠けたとしても、それがボトルネック

になり我が国の競争力の強化の障害となる懸念がある。よって、我が国が知的

財産立国を実現していくためには、知的財産人材の総合力が重要である。 

 

（知的財産人材の不足） 

近年、企業における知的財産重視戦略の進展等によって、知的財産部門の存

在感が高まっており、知的財産人材の不足感が拡大している。文部科学省の実

施した「民間企業の研究活動に関する調査報告」によれば、平成１４年度調査

においては、研究開発を行う企業のうち知的財産関連人材が不足していると回

答した企業は４６％であったが、平成１６年度調査では５７％に拡大している。

また、平成１６年度調査においては、現在の不足感のみならず、５年後の不足

感も調査しているが、不足感は横ばい（５７％）で、５年後も人材の不足感は

解消されないと考えられていることがわかる。 

知的財産人材についての国際比較は容易ではないが、例えば、特許等に係る

専門職について日米で比較してみれば、米国における特許に係る専門家である

パテント・エージェント（Patent Agent:米国特許商標庁に対する特許手続の代

理を行うことが出来る者）と特許弁護士（Patent Attorney: パテント・エージ
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ェントの資格に加えて各州の弁護士資格も取得した者）の合計数は約３万人と

されているのに対して、日本における特許に係る専門職である弁理士の数は約

６０００人である。日本の人口が米国の人口の約半分であることを考慮に入れ

たとしても、量的な差が約２．５倍あることがわかる。 

弁護士については、米国の弁護士登録者数が約１００万人であるの対して、

日本の弁護士数は約２万人である。この中でも、日本において知的財産を扱え

る弁護士は１５００人程度であり、理工系出身の弁護士の多い米国等と比べて

も大幅に少ないことが推測される。 

近年の大学における知的財産の機関管理の進展や産学連携の進展によって、

大学の知的財産本部やＴＬＯにおける知的財産を管理する事例が大幅に増加し

ている。大学知的財産本部等の知的財産担当者は研究者数に比して過少であり、

絶対的な不足状況にあるとの指摘もある。 

知的財産人材の地域的な偏在という問題も挙げられる。例えば、弁理士につ

いては、全国の約８割の弁理士が東京、大阪、愛知の３都府県で勤務している

が、県によっては弁理士が一人しかいないところもある。その一方で、地域ブ

ランドの隆盛に見られるように地域発の知的財産の重要性も増している。知的

財産人材の少ない地域にまで人材を行き渡らせるためにも、知的財産人材の絶

対数の増加が望まれる。 

このように、我が国が知的財産立国を目指すに当たって、十分な数の知的財

産人材を確保・育成してくことは不可欠である。 

 

（知的財産人材の質の向上の必要性） 

知的財産人材に求められる能力や役割は近年大きく変化をしており、これに

対応した知的財産人材の質的な向上が求められている。 

例えば、特許の場合、以前であれば、研究者や技術者が行った発明に対して、

特許の明細書を書いて特許庁に提出し特許取得する業務に限られていた面が強

かったが、近年では、 

・ グローバル化に伴い国内だけでなく国際特許の申請が不可欠となってい

ること 

・ 知的財産経営の進展に伴って戦略的な特許の活用が増えたこと 

・ 知的財産紛争の頻発化に伴い複雑な交渉の場面が増加したこと 

・ アジア等における模倣品・海賊版の蔓延に伴う違反事業者への対応の必

要性が増大したこと 

・ 情報化の進展により先行技術調査等において新たなスキルが求められる

ようになってきたこと 

・ 知的財産信託のように新たな知的財産活用スキームが登場したこと 
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・ 国立大学の法人化によって知的財産の管理方式や契約方式の自由度が高

まったこと 

等の状況の変化から、求められるスキルや技術も多様化している。知的財産立

国の実現のためには、知的財産人材が、時代の変化に対応した適切な能力を構

築することが不可欠であり、知的財産人材の質的向上が喫緊の課題となってい

る。 

 

（総合戦略策定に係る基本的考え方） 

以上のように、多様な人材に対して、それぞれの役割に則した量的及び質的

な能力の向上を図ることのできる人材育成策を講じていくことが不可欠であり、

産学官が力を結集して、適切な専門家や実務家を育成し、その総合力によって

国の競争力を拡大していくことが必要である。このため、政府全体として体系

的かつ効果的な人材育成施策を進めるため、知的財産人材に係る総合戦略を策

定する。 

 本総合戦略は、１０年程度の将来を見越して、国として目指すべき方向性や

必要な施策を示すことを目的とする。本総合戦略においては、育成すべき知的

財産人材像を提示するとともに、必要とされる知的財産人材の確保・育成策の

全体像を示すこととする。また、策定した戦略を広く公表することによって、

各教育機関や各企業等に対して育成すべき人材ニーズを示し、本戦略に基づい

た施策の実施を促す。 
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第２章 知的財産人材とは（総合戦略の対象とする人材） 

 

 知的財産に関わる人材は多種多様であるため、どのような人材を「知的財産

人材」と扱うかについては様々な切り口があり得るが、本戦略においては、知

的財産との関係の度合いによって、知的財産専門人材（狭義の知的財産人材）、

知的財産活用人材（広義の知的財産人材）、裾野人材の３種類に大きく分類する

こととした。 

 なお、知的財産専門人材の範囲は現状の人材の分布状況を踏まえたものであ

るが、１０年後を見越した場合には、知的財産専門人材の範囲も拡大すること

が予想される。このため、今後知的財産専門人材と知的財産活用人材との境界

はより曖昧になる可能性がある。 

 

                    知的財産専門人材 

          知的財産人材 

                    知的財産活用人材 

知的財産の知識 

を持つ人材  

                    裾野人材 

 

 

分類 例 求められる知的財産専

門能力 

知的財産専門人材 知的財産の保護・活用に直接

的に関わる人材 

高 

知的財産活用人材 知的財産を創造する人材 

知的財産を活かした経営を

行う人材 等 

中 

裾野人材 知的財産との関連が直接的

でないが知的財産の知識を

持つことが望ましい部門の

人材 

一般の消費者 等 

低 
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（１）知的財産専門人材（狭義の知的財産人材） 

 知的財産専門人材とは、知的財産制度を熟知し、研究者等が生み出した「知」

の知的財産としての保護、外部からの知的財産侵害への対応、知的財産の適切

な流通等について、専門的な知識を駆使して、知的創造サイクルに属する様々

な制度の運用を中核的に担う人材を指す。 

 具体的には、以下のような人材が挙げられる。 

・ 企業における知的財産部門担当者（大企業、中小企業） 

・ 弁理士、弁理士の技術スタッフ 

・ 知的財産の権利化の補助業務従事者（サーチャー、知的財産翻訳者、情報提

供事業者のスタッフ） 

・ 産学連携従事者（ＴＬＯや大学の知的財産本部） 

・ 行政・公的機関における審査官（特許、植物新品種等） 

・ 行政・公的機関における知的財産侵害の取締担当官 

・ 行政・公的機関における知的財産政策担当者 

・ 知的財産紛争を扱う法曹（弁護士、裁判官）等 

・ 知的財産流通・活用専門業者（知的財産信託を扱う銀行、著作権管理団体等） 

・ 知的財産流通に係るアドバイザーやコーディネータ 

・ 知的財産に関し専門教育を行う教育者 

 

（２）知的財産活用人材（広義の知的財産人材） 

 知的財産立国の実現のためには、上記の知的財産専門人材のみならず、知的

財産を創造する人材、知的財産を活かした経営を行うための人材など、様々な

専門能力を有する人材の働きが重要である。本総合戦略においては、このよう

な知的財産の創造や活用に関して重要な役割を果たす人材を、「知的財産活用人

材」と定義することとする。 

 知的財産活用人材とは、具体的には以下のような人材が考えられる。 

・ 企業、公的機関等の研究者や技術者 

・ 大学における自然科学系の研究者（ポスドクを含む） 

・ コンテンツのクリエーター 

・ 企業経営者 

・ コンテンツビジネス等のプロデューサー 

・ 標準化に従事する人材（企業、大学、政府） 

 

（３）裾野人材 

知的財産立国を実現するためには、知的財産専門人材や知的財産活用人材以

外であっても、知的財産の知識を持つ人材が増えることが望ましい。 



 6

そこで、本総合戦略においては、知的財産専門人材や知的財産活用人材以外

の全ての人々を「裾野人材」として位置づけることとする。 

裾野人材とは、具体的には以下のような人材が挙げられる。 

・ 一般社会人（知的財産専門人材や知的財産活用人材以外の人材） 

・ 一般消費者 

・ 学生・生徒 
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第３章 これまでの成果 

 

２００２年の２月に小泉総理大臣が知的財産戦略を国家戦略とする旨の施政

方針演説を行い、７月には知的財産戦略会議において知的財産戦略大綱が取り

まとめられた。 

知的財産戦略大綱においては、知的財産関連人材の養成のため、①法科大学

院等の強化、②ビジネスに深い技術系人材の供給、③弁理士等専門人材の充実

と強化といった施策が示されている。 

 

知的財産戦略大綱を受けて、２００２年１１月には知的財産基本法が制定さ

れ、翌年３月には、内閣に知的財産戦略本部が設置された。 

知的財産基本法は、第２２条において「国は、知的財産の創造、保護及び活

用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財

産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策

を講ずるものとする。」と定め、知財人材育成における国の役割を明確化してい

る。 

 

知的財産戦略本部においては、知的財産を核に産業の国際競争力を強化し、

国富を増大させる「知的財産立国」を実現するため、２００３年７月に約２７

０項目の施策を盛り込んだ推進計画２００３が策定された。 

推進計画２００３においては、第５章を知財人材育成に関する独立した章と

するとともに、知財人材育成に関して、以下の３項目を柱とする２６項目の施

策を盛り込んだ。 

（１）弁護士・弁理士等の専門人材を育成する 

（２）知的財産に関する大学院、学科等の設置を推進し、知的財産教育を魅力

あるものとする。 

（３）知的財産教育・研究の基盤を整備する 

 

次に、推進計画２００３の進捗状況なども踏まえ、必要な施策の追加を行っ

て、２００４年５月には、約４００項目に及ぶ施策を盛り込んだ推進計画２０

０４が策定された。 

推進計画２００４においては、前年の３項目の柱を中心に、任期付審査官の

育成・活用、ポスドク等の活用、ＩＴを活用した人材育成情報手法の確立、知

的財産人材の能力評価に関する民間の自主的な取組推奨などを追加した４２項

目の施策を盛り込んだ。 
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さらに、本年６月１９日には、推進計画２００５が策定された。推進計画２

００５においては、これまでの施策に加え、「知的財産関連人材育成施策の総合

戦略を推進」することを柱とする４９項目の施策を盛り込んだ。 

 

 これらの活動の主な成果は以下の通りである。 

 

（１） 知的財産に強い弁護士 

・ 近年、我が国の司法試験合格者数は増加しており、２００５年の合格者数は

１，４６４名である（１９９０年４９９名、２０００年９９４名）。さらに

２０１０年頃には、約３,０００名程度が司法試験に合格するものと見込ま

れている。この結果約２．５万人の法曹人口は、２０１８年頃までには約５

万人に倍増することが見込まれている。なお、現在弁理士登録をしている弁

護士は約３４０人である。 

・ ２００４年５月には、エンターテインメント業界に精通した法律家の育成な

どを目的としたエンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク（ELN）

が設立された。２００５年９月末現在、３３３名の弁護士が本団体の会員と

なっており、様々な育成事業が始まったところである。 

・ ２００４年３月に開始した日本弁護士連合会による知的財産法研修には約

３，５００名の弁護士が参加している。 

・ ２００５年４月には全国各地で知的財産関連業務に対応できる弁護士のネ

ットワークとして弁護士知財ネットが発足し、約１，２００名の弁護士が参

加している。 

・ なお、米国では、特許弁護士だけでも約２．３万人に上る。さらに米国や中

国の司法試験合格者及び法曹人口は、我が国を大きく上回っている。 

 

（２） 弁理士 

・ 我が国の弁理士試験合格者数は近年増加しており、２００５年の合格者数は、

７１１名である（１９９０年１７４名、２０００年３０３名）。この結果、

弁理士数は、約６,２００名（２００５年１０月）となっている。 

・ なお、米国では、特許弁護士が約２．３万人、パテントエージェントが約７，

０００人存在する。 

・ 特定侵害訴訟における弁護士との共同受任が可能となったいわゆる付記弁

理士制度については、日本弁理士会による能力担保研修を修了した９８５名

の弁理士のうち、９７０名が２００４年１０月に実施された特定侵害訴訟代

理試験を受験し、６１３名が合格した。２００５年４月時点では約１,００

０名以上の弁理士が付記登録している。 
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（３） 新司法試験における知的財産法の選択科目化 

・ ２００４年８月、知的財産法を２００６年に開始される新司法試験の選択科

目の一つとすることについて司法試験委員会の答申が出された。これを受け

て、新司法試験問題検討会は、新司法試験における具体的なイメージの検討

を行い、司法試験委員会に提出した。出題範囲については、他の選択科目の

出題範囲とのバランス等を勘案し、「知的財産法においては、特許法と著作

権法の２法を中心として出題することとし、実用新案法、意匠法、商標法、

不正競争防止法等については、それ自体の知識や法律上の論点を問うことは

しない」としている。 

 

（４） 法科大学院 

１）知的財産法の講義 

・ ２００４年４月より全国に設置された６８校すべての法科大学院において、

知的財産法関連の授業科目が開設された。また、２００５年４月に、新たに

開講する６校の法科大学院においても、知的財産関連の授業科目が開設され

た。 

 

２）夜間における授業の実施 

・ ２００５年５月現在、９校の法科大学院において夜間にも授業が実施されて

いる。 

 

３）理系及び芸術系の入学者 

・ ２００４年４月の法科大学院入学者５,７６７人のうち、社会人は２,７９２

人と約半数に及ぶが、理系出身者は４８６名（８．４％）、芸術系その他は

２３３人（４．０％）である。 

・ ２００５年４月の法科大学院入学者は５，５４４人であり、社会人は２，０

９１人である。理系出身者は４３２名（７．８％）、芸術系その他は１７８

名（３．２％）である。 

 

（５） 大学、大学院における知的財産に関する教育 

・ 知的財産に関する授業科目に関し、学部レベルでは、２００３年度には２３

２校が開設している（２００１年度は１８３校、２００２年度は２０７校）。

また、研究科レベルでは、９０校が開設している。 

 

（６） 知的財産専門職大学院 



 10

・ ２００５年４月に、知的財産の名を冠する専門職大学院として、東京理科大

学大学院総合科学技術経営研究科知的財産戦略専攻［入学定員８０名］、大

阪工業大学大学院知的財産研究科知的財産専攻［入学定員３０名］が開設さ

れた。 

 

（７） 技術経営（ＭＯＴ）コース 

・ ２００５年１月時点において、約２,３００人のＭＯＴ人材コースが設置さ

れた。 

 

（８） 知的財産研修・教育 

ⅰ）独立行政法人工業所有権情報・研修館では、特許庁職員に加え、登録調

査機関のサーチャー、弁理士、企業の知財部員、行政機関の知財人材等に

対する研修を行っている。弁理士と企業の知財部員による討論研修やｅ－

ラーニングによる研修を行っている。 

ⅱ）２００４年度より、独立行政法人工業所有権情報・研修館において、

弁護士・弁理士・企業の知的財産部員計１６名を対象として討論実務研

修が開始された。 

ⅲ）２００４年度より、独立行政法人工業所有権情報・研修館において、

登録調査機関の調査業務実施者になるための調査業務実施者育成研修が

開始され、２００４年度は１６０名が受講した。 

ⅲ）大学等専門・高等教育機関に対しては約５０万部の産業財産権標準テ

キストが、また、初等・中等教育機関に対しても約５０万部の産業財産

権副読本が提供された。 

ⅳ）全国の中学３年生に対して、約１２６万部の著作権読本が配布された。 

 

（９）民間検定・研修 

ⅰ）２００４年３月に、民間検定として知的財産検定が開始され、これま

でに約８，６００人（２００５年１１月まで）が受検した。これまで、

第１級の合格者数は４３名であり、第２級の合格者数は３，４９４名で

ある。 

ⅱ）２００４年１２月に、民間検定として知的財産翻訳検定が開始され、

約１４０人が受検した。そのうち、１級の合格者数は９名、２級の合格

者数は２３名、３級の合格者数は５３名である。 

ⅲ）知的財産協会は研修事業として、定例コース（基礎コースと専門コー

ス、総合コース、海外コース）と知財改革リーダー育成のための特別コ

ース、及び臨時コースを開催しており、２００４年度は、約１７，００
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０人が受講し、本年度は１０月現在で約１３，０００人が受講している。

研修は、講義形式に加え、討論・演習形式及び海外研修などにより行われ

ている。 

ⅳ）日本弁理士会では、新規合格者への研修、特定侵害訴訟代理業務試験合

格者に対する能力担保研修をはじめ各種の研修を開催している。研修には

従来の集合研修に加え、ｅ－ラーニングの導入を図っている。 

ⅵ）発明協会では、知的財産権の専門知識を企業戦略に結びつけるスペシャ

リスト育成を目的とした半年にわたる研修、知的財産の制度・運用や手続

などを説明する実務者向け研修を行っている。 

 

（１０）コンテンツ人材 

・ 大学におけるコンテンツ分野の人材育成については、大学設置に関する抑

制方針の撤廃、専門職大学院制度の創設、学部等の改組に関する届出制の導

入等の大幅な制度改正（２００３年度）をも背景として、各大学の自主的な

取組が進んでいる。 

・ ２００４年度には、例えば、東京電機大学、神奈川工科大学、中京大学、

立命館大学、梅花女子大学、倉敷芸術科学大学、広島国際学院大学等におい

てコンテンツ分野を含む人材育成が開始された。 

・ 構造改革特区制度を活用して、２００４年４月に専門職大学院としてデジ

タルハリウッド大学院大学が、２００５年４月にはデジタルハリウッド大学

が設置されたところである。 

・ ２００４年度に文部科学省の科学技術振興調整費の「新興分野人材養成」

プログラムにおいて、東京大学のコンテンツ人材養成に関する課題が採択さ

れた。慶應義塾大学においても、「戦略的研究拠点育成」プログラムで設置

した「デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構」において、デジタルコ

ンテンツの人材育成に取り組んでいる。 

・ ２００５年度には、例えば、東京芸術大学、城西国際大学、東京工科大学、

静岡産業大学、名古屋芸術大学、名古屋文理大学、宝塚造形芸術大学等にお

いて、コンテンツ分野を含む人材育成が開始された。 
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第４章 知的財産人材育成総合戦略 

第１節 総合戦略の目標と視点 

 

＜＜３つの目標＞＞ 

 

１ 知的財産専門人材の量を倍増し、質を高度化する 

 現在約６万人と推計される知的財産専門人材を、１０年間で倍増する。併せて、

質の高度化を図る。倍増計画においては、１０年間を３つの期に分けて人材育成

に取り組む。 

 

２ 知的財産活用人材を多様化し、質を高度化する 

 知的財産活用人材が、知的財産に関する知識・能力を身につけるとともに、そ

れぞれの職種に応じて知識・能力を拡大することで、知的財産の有効活用を図る。 

 

３ 国民の「知財民度」を高める 

 あらゆる人が知的財産マインドを持ち、他人の知的財産を尊重する等、「知的

財産民度」の高い社会を実現する。 

 

 

 

 

＜＜７つの視点＞＞ 

 

１ 国際的に戦える人材の育成 

 知的財産活動の国際化にかんがみ、言語能力や国際的な交渉力など国際的に通

用する実践的な能力を有する人材を多数育成する。 

 

２ 人材ネットワークの構築と活用 

 知的財産人材のネットワークの構築により、情報交換、情報共有などによる、

更なる専門性、幅広い知識の確保を図る。また、同業種間、異業種間の人脈形成

により、問題解決への多様な対応を可能とする。 
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３ 知的財産戦略を取り入れた経営戦略の推進 

 企業がその競争力強化のために、経営戦略において知的財産戦略を取り入れる

ことのできる人材を多数育成する。特に、技術の創造から活用までの知的創造サ

イクルを廻すことのできる「知財マネジメント人材」を育成する。 

 

４ 融合人材の育成 

 知的財産を活用する場面の拡大に対応するべく幅広い領域で活躍できるマルチ

メジャーな融合人材を育成する。すなわち、知的財産に係る法律知識だけでなく、

科学技術や企業マネジメント、経営商務などの領域にも通じた人材を多数育成す

る。 

 また、技術士や中小企業診断士、行政書士などの関連専門職やポストドクター

などの技術的素養の高い人材に対して、知的財産を事業に有効活用するため、知

的財産の知識の普及を図り専門性の拡張を図る。 

 

５ 人材の流動化の推進 

 多様で能力の高い知的財産人材を確保することが必要である。このため、優秀

な人材を呼び込み、多様なキャリアパスを確保するために、適切な評価・処遇、

適材適所の人材配置を通じて人材の流動化を推進する。 

 

６ 中小企業・地域で役立つ人材の育成 

 優秀な技術を持ちつつも知的財産として保護することが難しく、事業に有効活

用できない中小企業の存在（知財デバイド）や、知的財産人材の地域的な偏在等

により地域に存在する知的財産を有効活用できない実態（地域アンバランス）を

ふまえ、中小企業や地方公共団体等に対し、相談・アドバイスを行うなど、その

知的財産を活かすことのできる人材を多数育成する。 

 

７ 多様な学習機会の提供 

 ｅ－ラーニングをはじめ、多様な学習システムを活用することによって多様な

知的財産に関する学習機会を提供する。 
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第４章 第２節 教育機関・研修機関における知的財産人材の育成 

 

 知的財産人材育成には、知的財産に関する事項を教える教育機関・研修機関の

役割が重要である。 

 米国で、ロースクールにおいて理工学や医学などの専門家が知的財産法の法律

実務を学べるようにするなど教育機関が様々な知的財産教育を提供している。ま

た、米国における映画関連の教育機関は６００校に及ぶ。 

 中国においても、１９９０年代に「北京大学知的財産学院」などが設立されて

おり、ＷＴＯに加盟後はさらに多くの知的財産教育機関が設置されている。 

 また、ドイツにおいては、知的財産権等に関する総合的な研究を行うため、マ

ックス・プランク無体財産・競業法研究所が設置されている。 

 このように各国とも知的財産人材育成のため、関係機関を挙げて取り組んでお

り、我が国においても、関係機関は戦略的に知的財産人材の育成に取り組む必要

がある。 

 

各教育機関に共通する事項 

 知的財産人材の育成の充実を図るべく、法科大学院、技術経営（ＭＯＴ）プロ

グラム、知的財産専門職大学院、知的財産を専攻する学部・学科等は、例えば、

以下のような取り組みを行うべきではないか。 

① 知的財産人材たる社会人教員や実務家教員の参画の容易化 

② 知的財産に関する事項を学ぼうとする学生の経済的負担の軽減 

③ 知的財産に関する融合型人材を育成するため、ジョイント・ディグリーの

推進 

④ 知的財産について教えるため民間企業等の人材を教員又は講師として活用 

⑤ 優れた知的財産教育に関する取組への財政支援 

 

法科大学院について 

 法科大学院は、知的財産に強い法曹を育成するため、例えば、以下のような取

り組みを行うべきではないか。 

① ビジネスの実務を教えることができる実務家教員の活用 

② 技術に強い法曹を育成するため、理系人材への配慮 

③ 法的素養を有する者に対する技術的事項に関する教育の推進 

④ 法科大学院の特性に応じ、特に知的財産に重点を置いた教育 

⑤ 弁護士、弁理士のリカレント教育への対応 
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知的財産専門職大学院について 

 知的財産専門職大学院は、広く知的財産に携わる専門家を目指すものに対して、

実務、ビジネス等に関する教育を施し、知的財産ビジネスを多方面で支援できる

知的財産専門家の育成をすべく、その充実を図るべきではないか。 

 

技術経営（ＭＯＴ）プログラムについて 

 科学技術の事業化を戦略的にマネジメントするにあたって、知的財産を有効に

活用できるよう、ＭＯＴプログラムにおいて行う、知的財産に関する教育を充実

するべきではないか。 

 

一般の学部・学科について 

 工学部や、芸術学部、経営学部のように、将来の知的財産活用人材を育成する

学部・学科における、知的財産に関する基礎的な知識などの教育は、例えば山口

大学、東京大学、信州大学等において行われているところである。知的財産を単

位科目とするなどの取組を一層充実し、知的財産を有効活用できる者を育成すべ

きではないか。 

 

コンテンツ関係の教育機関について 

 世界で勝負できる質の高いプロデューサー及びクリエイターの育成を目指し、

大学等の様々な教育機関において系統だった人材育成が行われるとともに、産学

間での連携を進めるべきではないか。 

 

民間機関等における研修等について 

 工業所有権・情報館、日本弁理士会、知的財産協会、発明協会等の民間機関等

における知的財産人材に対する研修では、知的財産に関する知識を深め、知的創

造サイクル全体を見通した業務遂行能力を高めるとともに、付加価値の高い融合

人材や知財マネジメントを行える人材を育成するため、例えば、以下のような取

組を行うべきではないか。 

① ビジネス知識、企業経営戦略、コンサルタント戦略等に関する研修 

② 知的財産マネジメントに関する研修 

③ 組織のリーダーに対して知的財産の重要性を啓発する研修 

④ ｅ－ラーニングによる研修 

⑤ 弁理士、企業の知財部員、特許庁の職員など、異なる職種の人材が一同に

会し、討論を行うなど、交流を深めることができる研修 
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第４章 第３節 各分野における人材育成政策 

 

（１）知的財産専門人材の育成 

①民間 

Ａ）企業の知的財産部員 

i）現状・課題 

・ 大企業の知的財産部員の仕事は、特許戦略の作成、従来技術調査、出願書類

の作成、出願手続、中間処理、明細書翻訳、特許管理、係争処理、係争対象

物件の判定、他社特許の無効化、契約及びライセンス、特許評価、意匠関連

業務、商標関連業務、技術標準関連業務、ソフトウエア著作権関連業務など

多岐にわたっている。 

・ 特許に関する業務は多岐にわたるが、概して明細書を作成することや発明者

と特許事務所との連絡調整が主体であり、知的財産マネジメント全般に携わ

っていると言える状況にはない。 

・ 一方、２００４年３月に、民間検定として知的財産検定が開始され、これま

でに、約８６００人（２００５年１１月まで）が受検している。 

・ また、知的財産協会は研修事業として、定例コース、知的財産改革リーダ育

成のための特別コース、及び臨時コースを開催しており、２００４年度は、

約１．７万人以上が受講している。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

（全般） 

・ 知的財産戦略を用いて企業の経営戦略作りに貢献する能力を備えているこ

と。 

・ 研究者等の知的財産に対する意識や知識を高めるリーダシップを発揮する

能力を備えていること。 

（権利化業務を行う者） 

・ 業務の種類に応じた十分な専門知識及び実務経験を有していること。 

・ 自社の知的財産活動を活発化させるために研究者に対する知的財産の教育

をすることができる能力を備えていること。 

・ 研究者から提示された技術から発明を抽出する実務経験、広く強い権利を取

得するための実務経験を備えていること。 

・ 業務を遂行する上で必要とされる知的財産制度に関する知識、技術に関する

知識を備えていること。 

（契約業務を行う者） 
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・ 契約に関する実務経験と、業務を遂行する上で必要とされる民法、民事訴訟

法、競争法、知的財産法等の法律知識、交渉能力、調整能力を備えているこ

と。 

（国際業務を行う者） 

・ 上記に加えて海外知的財産法、語学能力などを備え、国際的に戦えること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 日本知的財産協会・発明協会等の外部機関、ＭＯＴ講座・専門職大学院等の

教育機関を活用するとともに、体系化された内部研修システムを構築するな

ど、知的財産を学ぶ機会を一層拡大すべきではないか。 

・ 知的財産部員に対して多様なキャリアパスと能力に応じたポストを提示す

ることにより、魅力的な知的財産人材像を提示すべきではないか。 

・ 今後知的財産に関する取組を強化する企業にあっては、先進的な取組を行っ

ている企業や大学との人事交流を進めるべきではないか。 

・ 知的財産部員の育成事例などをまとめた教材を作り、研修等で活用すべきで

はないか。 

・ 知的財産部員、特許審査官、弁理士間における知的財産人材の流動化を推進

すべきではないか。 
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Ｂ）中小企業の知的財産担当者 

i）現状・課題 

・ 我が国の産業における基盤的技術を担っている中小企業における知的財産

活動は極めて重要である。中小企業では、知的財産に関する仕事全般を限ら

れた人材でこなしており、多くの企業では、経営者自らが知的財産に関する

業務を行っている。 

・ 自社で優秀な発明が創作されても、様々な制約により事業化することができ

ない、あるいは、ライセンシングや譲渡を円滑に行うことができないなど、

大企業と比較して、知的財産デバイドが生じているとの指摘もなされている。 

・ 他社から知的財産権の侵害で訴えられた場合には、膨大な費用がかかること、

対応するためのスタッフを割くことが難しいことなど、中小企業にとっては

負担が大きいため、知的財産に関するリスク・マネジメントの意識を高くす

る必要がある。 

・ なお、知的財産協会は研修事業として、定例コース、知的財産改革リーダ育

成のための特別コース及び臨時コースを開催しており、２００４年度には中

小企業在職者を含め約１．７万人以上が受講している。 

・ また、特許庁では、産業財産権制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献

のあった企業に対して「産業財産制度活用優良企業等表彰」として表彰して

いる。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 知的財産に関する業務全般に関する知識を備えていること。 

・ 知的財産に関する業務をアウトソーシングするため、必要とされる外部の人

材・組織に関する情報を入手できること。 

・ アウトソーシングした業務をマネジメントする能力を備えていること。 

・ 知的財産に関するリスク・マネジメント能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 中小企業の経営者・知的財産担当者が受講し易い研修を実施すべきではない

か。例えば、受講者の理解を深めるために知的財産を活用したビジネスの成

功事例や失敗事例の紹介を盛り込んだ研修、e-learning など受講者の負担が

少ない研修を実施すべきではないか。 

・ 知的財産権の係争事件に巻き込まれた際の人的・経済的負担などの事例をま

とめ、知的財産のリスク・マネジメントの重要性を周知にすべきではないか。 

・ 商工会議所の職員、中小企業基盤整備機構の職員、中小企業診断士等に知的
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財産の教育を行い、それらの者を介して中小企業の知的財産マインドの底上

げを図るべきではないか。 
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Ｃ）弁理士 

i）現状・課題 

・ 我が国の弁理士試験合格者は近年増加しており、２００５年の合格者は７１

１名である（１９９０年１７４名、２０００年３０３名）。この結果、弁理

士数は、約６２０１名（２００５年９月）となっている。 

・ 特定侵害訴訟における弁護士との共同受任が可能となったいわゆる付記弁

理士制度については、１，０００名以上の弁理士が付記登録している（２０

０５年４月）。 

・ 日本弁理士会は、基礎的実務の習得、新人研修、法改正や注目される課題に

関する研修である会員研修、高度の実務能力を身につけるための研修である

継続研修等の研修を行い、弁理士の質の向上を図っている。 

・ 米国では、パテント・エージェント（Patent Agent:米国特許商標庁に対す

る特許手続の代理を行うことが出来る者）は約７千人、特許弁護士（Patent 

Attorney：パテント・エージェントの資格に加えて各州の弁護士資格も取得

した者）が２万３千人以上存在する。 

・ 弁理士の地域分布（主たる事務所を弁理士人数）では、東京都、神奈川県、

愛知県、大阪府の４都道県で８７．５％であり、弁理士の分布の地域アンバ

ランスがみられる。 

・ 知的財産権に関して先進的な取組が進められている米国に比較して、我が国

の弁理士は人数の点において必ずしも多いとはいえない。特に、弁理士の人

数の少ない地域では、企業や大学等に対して十分なサービスが提供されてい

ないという指摘がなされている。 

・ 他方で、知的財産の重要性が高まりに伴い弁理士の業務も多様化している。

知的財産戦略が経営戦略と不可分のものとなりつつあることから、企業の事

業戦略に関するコンサルタントを行う機会が増えている。また、ビジネスの

グローバル化に伴い弁理士の国際的業務も増加している。 

・ なお、弁理士試験における条約の比重が軽減されたことから、合格者の中に

は条約に関する知識を備えていない者がおり、また、実務経験の全くない合

格者が増えているとの指摘がなされている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 出願人の事業展開を考慮した包括的な権利の取得を行うなど質の高い出願

代理業務を行うこと。 

・ 知的財産戦略と不可分の事業戦略に関するコンサルタントや、技術指導など、

知的財産をベースに広い領域で活躍できる能力を備えていること。 
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・ 知的財産の国際化へ対応して業務を遂行するために十分な内外の知的財産

制度、条約の知識を備えていること。 

・ 地域アンバランス及び知的財産デバイドを是正する上で、地方の企業・中小

企業をサポートする能力を備えていること。 

・ 専門技術を理解する能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 弁理士の増加を図ることにより、弁理士業務の競争を促し、質の高いサービ

スが提供される環境を整えるべきではないか。 

・ 弁理士試験の科目を見直すとともに合格者に対して一定の研修を義務づけ

ることにより、技術的素養や条約の知識など弁理士の実務に不可欠な能力の

充実を図るべきではないか。 

・ 知的財産に関する国際制度、事例研究など、知的財産に関する様々な観点に

ついて、多様な研修機会を提供するよう、弁理士研修の充実を奨励すべきで

はないか。 

・ 広い領域で活躍できるマルチメジャー人材を育成するため、弁理士に対して

知的財産に限らず幅広い内容の研修を提供するよう奨励すべきではないか。 

・ 地域、中小企業に対して十分なサポートができるよう、弁理士のネットワー

クを構築するとともに、ネットワークを活用して地域や中小企業に強い弁理

士を育成すべきではないか。 

・ 弁理士、企業の知的財産部員、特許審査官の間での知的財産人材の流動化を

推進すべきではないか。 

・ 大学のポストドクターなど、技術に関する深い素養を有する者に対して、弁

理士職が能力を活かすことのできるキャリアの選択肢であることをＰＲし、

優秀な人材の参入を促すべきではないか。 
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Ｄ）弁理士の技術スタッフ 

i）現状・課題 

・ 弁理士会が実施した調査（「弁理士業務の実態及び意識調査」２００５年８

月）によると、平均的な特許事務所の構成員は弁理士２．２人に対して技術

スタッフは４．４人であるとされている。 

・ 弁理士を補助して先行技術の調査を行ったり、出願書類の作成のための基礎

資料を作成する業務の需要は益々大きくなっている。 

・ 出願人にとって重要であるには、自社の事業に沿った権利の取得であること

から、技術スタッフが資料を作成する際には出願人である企業の事業を意識

して資料を作成することが求められている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 専門技術を理解する能力を備えていること。 

・ 従来技術の十分な調査と明確な文書の作成により、侵害訴訟に耐えうる出願

書類の素案を作成すること。 

・ 出願人の事業戦略など、出願人の意図を的確に汲み取り書類の作成に反映さ

せる能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 技術スタッフに対するインセンティブを高めるため、補助者の実務能力を測

定し評価する制度を創設すべきではないか。 

・ 技術スタッフの育成のため弁理士会や知的財産協会による教育・研修を充実

させるべきではないか。 
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Ｅ）サーチャー 

i）現状・課題 

・ 特許出願、審査請求、特許審査、係争事件など様々な局面において特許技術

と関連する従来の技術を調査する必要がある。現在、特許審査をサポートす

るための従来技術調査を行う登録調査機関として（財）工業所有権協力セン

ター、テクノサーチ㈱及び（社）化学情報協会が登録されており、約１，４

００人のサーチャーが業務を行っている。その他にも、企業の知的財産活動

をサポートするため、従来技術を調査している企業があり、相当数のサーチ

ャーがサーチ業務を行っている。 

・ 独立行政法人工業所有権情報・研修館において、登録調査機関のサーチャー

を育成する研修を実施している。 

・ 特許庁が審査の迅速化を図り、また企業等が質の高い特許権の取得を指向す

るなかで、従来技術を調査するサーチャーの数が不足しているとの指摘がな

されている。 

・ さらに、調査した従来技術等から企業等の特許戦略に有効な分析を行うこと

のできる人材を育成すべきとの指摘がなされている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 専門的技術知識、情報処理に関する知識、特許法に基づく手続きに関する知

識を備えていること。 

・ 特許情報の種類、特許分類、サーチ・ノウハウに精通し、迅速・的確に従来

技術を調査し、適切に報告を行う能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 研究者のＯＢなど、技術に精通した者の参入を促進するため、サーチャーの

処遇の一層の向上を図るべきではないか。 

・ 独立行政法人工業所有権情報・研修館によるサーチャー育成のための研修の

充実に加え、ＯＪＴを通じたスキルの向上を徹底するとともに、必要に応じ

て法律・技術等に関する研修を整備など、多様な学習機会を提供し、参加を

促すべきではないか。 
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Ｆ）知的財産翻訳者 

i）現状・課題 

・ 我が国の企業が海外で活躍するためには、海外において、知的財産権を有効

に取得することが必要である。海外において、広く強い権利取得をするため

には、単なる技術翻訳のレベルを超えて、質の高い外国語の明細書を作成す

る知的財産翻訳者を育成することが必須である。 

・ 従来の英語翻訳者に加え、中国語、韓国語に堪能な技術翻訳者の需要が高ま

っている。 

・ なお、民間検定として知的財産翻訳検定が実施されており、第１回（２００

４年１２月１０日）には、約１３０人が受検している。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 外国における知的財産法の知識、出願から登録までの手続きの流れ及び技術

知識を備えていること。 

・ 海外において権利行使に耐え得る明細書を作成する必要があることから、十

分な語学能力と文章作成能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 知的財産翻訳者の業務の重要性と、技術知識・語学力などを有する者にとっ

て魅力的な職業であることを明らかにして大学のポストドクターなど、優秀

な人材の参入を促すべきではないか。 

・ 技術知識、語学、知的財産の制度・運用など、様々な観点に関する多様な学

習機会を提供すべきではないか。 
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Ｇ）知的財産情報提供事業者のスタッフ 

i）現状・課題 

・ 知的財産情報提供事業者は、知的財産に関する情報検索サービス、顧客に対

する特許公報及び技術文献等の配信、顧客が必要とする特定の技術に関する

特許出願動向の調査及びパテントマップの作成などを行っている。 

・ 質の高い知的財産検索システム、すなわち、十分な内容の知的財産情報を備

え、検索が容易にできるシステムは、企業の知的財産活動のために大切なツ

ールである。 

・ また、情報技術の進歩は著しく、特許検索システムには、最新の技術を常に

取り入れられることが求められている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 最先端の情報技術に詳しく、新たな技術を利用したシステムを構築すること

ができること。 

・ 科学技術全般に詳しく、技術に関する専門用語等を用いた使い勝手の良い情

報検索システムを提供できること。 

・ 業種毎の事業戦略や技術開発・特許出願のトレンドを把握していること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 他の分野で活躍している優秀なシステムエンジニア等、優秀な人材を知的財

産分野に引き込むとともに、特許文献のサーチのプロセスを教育し、知的財

産情報提供事業者として育成していくべきではないか。 

・ 最新の情報技術について知識を深めるため、情報技術関係の学会への参加を

奨励すべきではないか。 

・ 利用者のニーズを把握するため、知的財産協会等の研修を利用して知的財産

の制度・運用などの知識を高めるとともに、知的財産情報の利用者との交流

を図るべきではないか。 
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Ｈ）弁護士（知的財産関係） 

i）現状・課題 

・ 近年、我が国の司法試験合格者数は増加しており、２００５年の合格者数は

１，４６４名である（１９９０年４９９名、２０００年９９４名）。さらに

２０１０年頃には、約３,０００名程度が司法試験に合格するものと見込ま

れている。この結果約２．５万人の法曹人口は、２０１８年頃までには約５

万人に倍増することが見込まれている。 

・ このうち、弁理士登録をしている弁護士は約３２０人である。また、２００

４年３月に開始した日本弁護士連合会による知的財産法研修には約３,５０

０名の弁護士が参加している。さらに、２００５年４月には全国各地で知的

財産関連業務に対応できる弁護士のネットワークとして弁護士知的財産ネ

ットが発足し、約１，２００名の弁護士が参加している。 

・ なお、米国では、特許弁護士だけでも約２．２万人に上る。さらに米国や中

国の司法試験合格者及び法曹人口は、我が国を大きく上回っている。 

 

・ 新司法試験制度における法曹人材養成の機関としての法科大学院について

は、２００４年４月より全国に設置された６８校すべての法科大学院におい

て、知的財産関連の授業科目が開設された。また、２００５年４月開講した、

６校の法科大学院においても、知的財産関連の授業科目が開設されている。

また、夜間授業を行っている大学も９校に及ぶ。 

・ また、２００４年４月の法科大学院入学者のうち、理系出身者は約８パーセ

ントである。技術に強い弁護士の増加が望まれる中、理工系学部出身者や技

術分野における実務経験を有する者に配慮した入学者選抜などの工夫及び

その基礎的な技術知識を前提としたカリキュラムを作成すべきなどの指摘

がなされている。 

・ さらに、法科大学院における知的財産に関する単位について、履修者を増や

すことや、知的財産に関する科目を増やすことが必要との指摘がある。 

 

・ なお、２００４年８月、知的財産法を２００６年に開始される新司法試験の

選択科目の一つとすることについて司法試験委員会の答申が出された。 

・ これを受けて、新司法試験問題検討会は、新司法試験における具体的なイメ

ージの検討を行い、司法試験委員会に提出した。出題範囲については、他の

選択科目の出題範囲とのバランス等を勘案し、「知的財産法においては、特

許法と著作権法の２法を中心として出題することとし、実用新案法、意匠法、

商標法、不正競争防止法等については、それ自体の知識や法律上の論点を問
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うことはしない」としている。 

 

・ また、知的創造サイクルの進展を支える人材として、弁護士は注目されてい

る。知的財産侵害訴訟における代理人業務に限らず、今後は、広く、海外と

の交渉や、ライセンス契約、知的財産を活用した経営戦略のコンサルタント

等を行う弁護士が求められている。 

・ 加えて、地方における中小企業等の事業化戦略等の相談や、大学・政府内に

おける弁護士資格者の果たすべき役割についても注目が高まっており、そう

いった事柄に対応できる弁護士も求められている。 

 

＜エンターテインメント・ロイヤー＞ 

・ コンテンツ産業を巡っては、コンテンツ利用に際しての著作権契約や制作の

ための資金調達システムなど、多くの法律実務上の課題があり、これらを解

決できる高度な専門知識を持ったエンターテインメント・ロイヤーが必要と

されている。 

・ また、我が国の質の高いコンテンツを積極的に海外展開するためには、国際

的に戦えるエンターテインメント・ロイヤーの充実が不可欠であり、現状で

は、その絶対数が不足していると言われている。 

・ ２００４年５月には、エンターテインメント業界に精通した法律家の育成な

どを目的としたエンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク（ELN）

が設立され、人材ネットワークの構築が進められている。２００５年９月末

現在、３３３名の弁護士が本団体の会員となっており、様々な育成事業が始

まったところである。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 知的財産権に関する法律・判例に関する高度な知識を習得していること。 

・ 技術に関する基礎的な知識（特許・ＩＴなど）を習得していること。 

・ 国際交渉力を含めた実務語学力があり、ビジネスにおいて国際的に戦えるこ

と。 

・ 戦略的な助言や施策の策定などを顧客企業の経営陣に行うことができる経

営・ビジネス能力があること。 

・ エンターテインメント・ロイヤーに関しては、著作権法や契約法等に関する

法知識に加え、映画や音楽、テレビ、ゲームなどの各業界における契約実務

や業界慣行に関する知識を備えていること。また、海外の法制度や契約ルー

ルを理解し、日本のコンテンツの海外輸出に際し、大きな利益をもたらすこ

とのできる語学力、交渉力を備えていること。 
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ⅲ）具体的な育成策 

・ 社会人が学びやすいよう、法科大学院において夜間に行う授業科目の一層の

充実を図ってはどうか。 

・ 法科大学院における知的財産に関する授業科目の種類を増やしてはどうか。

特に実務能力の重要性にかんがみ、実務家教員による授業科目を増やしては

どうか。 

・ 日本弁護士連合会における知的財産に関する研修の実施回数・実施期間等に

ついて一層の充実を図ってはどうか。 

・ また、知的財産に関するライセンス・事業戦略等について、実務家等による

研修を行ってはどうか。 

・ 弁護士知的財産ネットの活動をより一層活発化し、知的財産を取り扱うこと

ができる弁護士の数をより一層増やすべきではないか。 

 

＜エンターテインメント・ロイヤー＞ 

・ エンターテインメント・ロイヤーズネットワークを活用し、コンテンツ分野

における弁護士を育成するべきではないか。 

・ 弁護士が海外の法制度や契約ルールについて学ぶ機会を増やすべきではな

いか。 

・ 大学での教育に関し、コンテンツ系の学部・学科と法学部との間など、学内

の連携を促進するべきではないか。 
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Ｉ）知的財産信託担当者・知的財産流通業者のスタッフ 

i）現状・課題 

・ 知的財産信託については、２００４年には担い手の拡大等の信託業法の改正

がおこなわれたが、実際に知的財産信託業務が成功した例は数えるほどしか

ない。知的財産信託が利用される環境は整備されつつあり、制度を的確に利

用できる優秀な人材が必要である。 

・ 特許をライセンス、あるいは、譲渡等することにより、技術移転（知的財産

流通）を円滑に行うためには、知的財産の評価を適切に行う人材が必要であ

る。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

（信託の担当者） 

・ 知的財産全般に関する知識に加え、技術を理解する能力、信託、契約に関す

る知識を備えていること。 

（流通事業者のスタッフ） 

・ 評価の対象となる知的財産の情報を収集し、技術内容の十分な理解と市場性

の把握などによって、その価値を適切に評価できること。また、評価した知

的財産をビジネスに活用するための交渉能力、調整能力を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 従来から信託業務を担当している者に、知的財産全般を教育することにより、

知的財産信託担当者を育成すべきではないか。 

・ 知的財産信託の成功事例及び知的財産評価に基づく技術移転の成功事例を

収集して紹介することにより知的財産活用の一層の活性化を図るとともに

業務の魅力を明らかにして、優秀な人材を活用分野に引き込むべきはないか。 
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②教育・研究機関等 

Ａ）知的財産研究者 

i）現状・課題 

・ 産学連携等の取組の進展に応じて、それらの取組の制度的基盤である知的財

産に関する研究を深化させるとともに、研究の領域を広げる必要性が高まっ

てきている。 

・ これらの研究は大学のほか、知的財産研究所や知的財産協会等においても行

われている。 

・ また、法と経済学会、日本知財学会、知的財産研究機構（ＰＲＩＰ）等でも

知的財産に関する研究が行われている。 

・ しかしながら、知的財産に関する研究は法律制度に関するものを除いて歴史

が浅く、専門の研究者の数も十分でないとの指摘がなされている。 

・ また、知的財産の教育プログラムの研究等への支援策が設けられている。 

 

ⅱ）求められる人材像・スキル 

・ 知的財産に関する深い知識と教養を備えていること。 

・ 知的創造サイクルの意義を理解し、サイクルを担う人材に対して適切に指導

ができること。 

・ 産学連携に関する教育・研究を行う者にあっては知的財産に関する管理や契

約などについての実務経験があること。 

 

ⅲ）具体的な対応策 

・ 知的財産研究所を初めとする研究機関の規模を拡充し、大学等との人事交流

を図るなど研究人材の流動化を推進すべきではないか。 

・ 海外の研究機関との交流や、学際的な研究の実施など研究者間の交流を促進

すべきではないか。 

・ 実務経験者が産学連携に関する教育・研究を行うことを促進するべきではな

いか。 

・ 知的財産の教育プログラムの研究等への支援を、引き続き実施していくべき

ではないか。 



 31

 

Ｂ）大学知的財産本部・ＴＬＯの職員 

i）現状・課題 

・ ２００３年４月より開始された大学知的財産本部整備事業（文部科学省）等

の取組により、２００４年度までに１４２大学で知的財産本部等が整備され

た（「平成１６年度 大学等における産学連携等実施状況報告書」 平成１

７年６月文部科学省）。また、２００５年９月時点で、４１の承認ＴＬＯが

設立されるなど、産学連携のための整備が着実に進められている（特許庁Ｈ

Ｐ）。 

・ 大学知的財産本部整備事業に採択されている４３大学における知的財産本

部の人員は、２００４年６月時点で約１，３００名であり、そのうち約５０

０名が外部人材となっている（「大学知的財産本部整備事業第１回報告書」

平成１６年度８月 文部科学省）。 

・ 知的財産本部やＴＬＯでは、迅速かつ柔軟な契約を実現するとともに、マッ

チング機能を高めるため、職員の実務能力の向上が求められており、外部人

材の活用を促進するとともに内部人材を育成していく必要性が指摘されて

いる。 

・ 特許取得による収益が、組織の維持に係る経費に見合わない場合には、教材

づくりや地域への貢献などの便益の追及も含めた、大学としての総合的な戦

略をとる必要もあるとの指摘がなされている。 

 

ⅱ）求められる人材像・スキル 

・ 知的財産制度全般に対する知識に加え、契約実務に精通していること。 

・ 大学の研究成果が有効にビジネスに活用されるよう、包括的な権利化と円滑

な技術移転を図ることができること。 

・ どのような研究がどのような観点から特許の取得につながるのか、具体的事

例について情報を有し、機関に所属する研究者にアドバイスが出来ること。 

・ 知的財産の国際化に対応して、海外の法制度や契約ルールを理解し、国際出

願等についても検討出来ること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 大学に対しては、企業において知的財産に関する多様な経験を有する人材が

アドバイザーやコーディネータとして派遣されている。これらの人材の役割

や能力に応じて適切に活用すべきではないか。 

・ 職員の実務能力の向上を図るため、知的財産に関する業務、特に契約業務の

経験が豊富な企業の実務経験者を採用したり、職員を企業に派遣するなど企
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業の知的財産部門との人事交流を一層拡大すべきではないか。 

・ 職員に対する学内研修に加え、先進的な他の大学・ＴＬＯによる研修の実施、

専門職大学院やＭＯＴ講座の受講など、多様な研修プログラムを整備すべき

ではないか。 

・ 知的財産に関する国際制度、事例を学ぶ機会をつくるとともに、海外の類似

機関との交流等を促進すべきではないか。 

・ 知財本部において、特許取得による直接的な収益のみを目的とするのではな

く、業務経験を生かした実践的な特許事例テキストの作成、特許を活かした

地域への貢献等を通じて、大学のイメージアップを図り、最終的な便益を享

受できるシステムについても、大学全体として導入を検討すべきではないか。 

 

 

 

 

（参考）知的財産関連各種アドバイザー等一覧   

          （産官学連携支援データベース H17.11） 

 

名称 派遣人数

特許情報活用支援アドバイザー ＜情報・研修館＞ ５２

特許流通アドバイザー ＜情報・研修館＞ １１５

技術移転スペシャリスト ＜経産省＞ １１

技術移転プランナー ＜文科省＞ １０

特許主任調査員 ＜文科省＞ ３４

科学技術コーディネーター ＜文科省＞ １３２

新技術エージェント ＜文科省＞ ３０

産学官連携コーディネーター ＜文科省＞ １０４

大学発ベンチャー経営等支援事業＜経産省＞ ４３

産業クラスター計画関連事業＜経産省＞ １３

地域プラットフォーム事業＜経産省＞   １４

            計 ５５８

 



 33

③政府、裁判所、地方公共団体等 

Ａ）特許庁審査官・審判官 

i）現状・課題 

・ 特許審査を迅速化するため、特許庁では審査官の増員を進めているところ、

２００４年度は、任期付審査官９８名を含め１１７名の増員を行った。今後

も、引き続き審査官を増員するとともに、各審査官の審査能力の一層の向上

が求められる。 

・ 特に、任期付審査官については短期間で育成していく必要があり、特許審査

に関する基礎知識、実務に加え幅広く事例等の研修を集中的に行っている。 

・ また、先端技術分野を中心に審査官を学会に派遣するとともに、審判官に対

する技術研修を実施し、審査・審判能力の向上を図っている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 専門技術分野に関する深い知識を身につけると共に、新たな技術を理解する

柔軟な思考を身につけていること。（技術的知識） 

・ 法律的知識を深め、技術的観点からの妥当性だけでなく、手続の正当性にも

十分配慮して審査が行えること。（法律的知識） 

・ 常に産業界の動向の把握に努め、審査対象の社会的インパクト等を踏まえつ

つ、費用対効果に見合った迅速・的確な審査が行えること。常に公正・公平

な立場から判断を行えること。 

・ 高いコミュニケーション能力を身につけることにより、出願人との意思疎通

を円滑にし、効率的に審査を進められること。十分な説明により処分の透明

性を高め、出願人との信頼関係を醸成できること。（コミュニケーション能

力） 

・ 外国文献も含めた先行技術調査、他国特許庁への情報発信、他国特許庁の審

査結果の利用、他国審査官との情報共有による審査実務の調和等に必要とさ

れる十分な語学力を有すること。（語学力） 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 先端技術を理解する能力を担保するため、博士課程修了者等の採用を促進す

るとともに、審査官・審判官の学会等への参加、国内・国外留学による先端

技術習得の機会を増やすべきではないか。 

・ 法律的素養を高めるため、審査官コース研修、審判官コース研修等において、

民事訴訟法、行政事件訴訟法等の法律研修科目をより一層充実させるべきで

はないか。 

・ 制度利用者のニーズ及び社会動向を把握し、併せてコミュニケーション能力
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を向上させるため、インターンシップ等を通じた民間企業・大学との人事交

流の拡充、多様な経験を有する任期付審査官の採用による外部的視点の導入

を促進すべきではないか。 

・ 業務の国際化に対応するため、語学研修や海外留学の機会の拡充を図ると共

に、三極審査官交流の積極的活用等を通じて、実践的な語学力を磨くべきで

はないか。 

・ 大学のポストドクターなど、技術に関する深い素養を有する者に対して、特

許審査官が能力を活かすことのできるキャリアの選択肢であることをＰＲ

し、優秀な任期付き審査官を志望するよう促すべきではないか。 

・ 多様な経験を有する任期付審査官については、任期の終了後に知的財産の専

門家として大学、中小企業、地域を含めた多方面で活躍をすることができる

よう、将来のキャリアパスを提示すべきではないか。 
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Ｂ）品種審査関係者 

i）現状・課題 

・ 現在、農林水産省種苗課の審査官は、２２名である。また、その他、独立行

政法人種苗管理センターにおいて、品種審査の一環として栽培試験等を実施

する品種特性審査官、品種特性調査官等３９名が業務に従事している。 

・ 品種審査の現状を見ると、審査期間が平均３年程度であり、欧米と同様の２

年程度に短縮化するためには、審査官の増員が必要とされている。 

・ 品種登録出願されるもののうち、約３分の１は外国で育成されたものであり、

今後は、審査の簡便化を図るべく、審査にあたり国際的な調和が求められて

おり、国際審査基準を作成していくことや、国際的な技術協力の推進が必要

とされている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 新品種の登録に際しては、植物の種類に関する高い専門知識を備え、迅速か

つ的確に審査ができること。 

・ 国際審査基準の策定に積極的に関与するとともに、ＵＰＯＶ（植物新品種保

護国際同盟）加盟国との審査協力を積極的に行うことができること。 

・ 栽培試験等に当たっては、植物新品種に関する特性のチェックが迅速・的確

にできること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 年々増加する品種登録に対応するため、審査官等の人員を増加するべきでは

ないか。 

・ 審査官としての研修に加え、ＵＰＯＶ技術作業部会、海外技術セミナー等へ

の参加、同盟国の審査当局との技術交流を拡大するべきではないか。 
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Ｃ）知的財産取締職員等（税関、警察、品種保護Ｇメン、知的財産担当官） 

i）現状・課題 

・ 国内はもとより海外においても我が国企業を模倣品・海賊版による被害から

守るため、官民挙げて対策を講じている。 

・ 我が国に流入する模倣品・海賊版を水際で取締る税関には、現在、知的財産

調査官等が約１８０人配備され、知的財産権を侵害するおそれのある貨物に

ついて、権利者からの輸入差止め申立ての審査や認定手続を行うため、必要

な調査、情報の収集及び提供を行っている。 

・ 国内の模倣品・海賊版の販売事犯、特に路上等での販売事犯の取締りを強化

するため、商標権侵害品真贋予備鑑定捜査員（通称：ブランド刑事）が警視

庁管内１７署に４９人が配置されている。繁華街の露天等に並ぶ腕時計や財

布などの偽ブランド品を販売する事犯に対して、模倣品の予備鑑定能力を有

する捜査員が違法販売業者を現行犯逮捕することができることとなってい

る。 

・ 植物新品種の不正な利用を防止し、育成者権の適切な保護を図るため、品種

保護対策官（通称：品種保護Ｇメン）が独立行政法人種苗管理センターに４

名配置されており、育成者権侵害対策に関する相談の受付及び助言、権利侵

害に関する情報の収集及び提供、育成者権者等からの依頼に基づいた品種類

似性試験等を行っている。 

・ 海外における日本企業の経済活動の高度化に伴い、模倣品・海賊版の問題に

直面するケースが増加していることを踏まえ、全世界２０２の在外公館（大

使館、総領事館）に２６２人の担当官が配置され、我が国企業への支援活動

等を行っている。具体的には、我が国企業の個別の被害実態の把握やそれに

対する取締当局の対応状況のフォロー、取締当局への要請などの支援活動を

積極的に行っている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 知的財産の取締に関する法制度について知識を備えていること。 

・ 模倣品・海賊版の真贋を見極めるための経験と知識を備えていること。また

鑑定に際して新鋭機器の導入などに対応できること。 

・ 権利侵害に対する対処法の指導等を行えること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 民間からの協力を得て、真贋鑑定のための技術を高めるための研修を行うべ

きではないか。 
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・ 真贋の鑑定や安全保障の観点から、最先端技術を用いた新鋭機器の利用に関

する研修を行うべきではないか。 
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Ｄ）知的財産政策担当者 

i）現状・課題 

・ 地方公共団体は、地域に展開する中小・ベンチャー企業や農林水産業者、大

学等の活性化を通じた地域振興を図るため、知的財産に関する取組を行って

いる。 

・ 現在、１４の都道府県で知的財産戦略を策定しており、知的財産による地域

の活性化のために、地方公共団体の知的財産政策担当者が適切に政策を実施

し、さらに中小企業等に対する指導を行うことが求められている。 

・ また、政府としても、知的財産立国を実現するために、知的財産に関する適

切な政策を進めていくことが求められている。 

・ 今後とも、知的創造サイクルを活性化するため、政府と地方公共団体は、適

切な制度の設計、政策の策定を行うとともに着実な実施をしていく必要があ

る。 

・ なお、政府・地方公共団体の職員等に対しては工業所有権情報・研修館等に

よる研修が行われている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 地域における特性を勘案し、地域の経済発展のために、知的財産を有効に活

用した政策の策定及び実施が適切にできること。 

・ 知的財産に関する政策に基づいて、地域の企業等に対して教育やアドバイス

ができること。 

・ 知的財産立国を実現するために必要な政策の企画立案、実施が適切にできる

こと。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 地方公共団体における知的財産担当職員への研修を一層充実させるべきで

はないか。 

・ 知的財産制度全般に関する研修を行うとともに、企業等との人事交流やＯＪ

Ｔを通じて知的財産制度全般の知見を高めるべきではないか。 

・ 知的財産に関する政策を担当する職員について、多様なキャリアパスを設定

するとともに、知的財産に関する政策への専門性を高めるために研修の実施、

その任期期間の長期化等を行うべきではないか。 
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Ｅ）裁判官（知的財産関係） 

i）現状・課題 

・ 裁判所における体制の充実強化のために、２００３年に改正された民事訴訟

法により、特許権等に関する訴えの東京地裁・大阪地裁への専属管轄化・そ

の控訴審の東京高裁専属管轄化が行われた。合わせて、著作権等に関する訴

訟の東京地裁・大阪地裁競合管轄化、専門委員制度、特許権等に関する訴え

の５人合議制が導入された。 

・ 知的財産に関する事件を専門的に取り扱う体制を名実ともに整えるべく、知

的財産高等裁判所設置法が２００４年に成立し、２００５年４月より知的財

産高等裁判所が設置された。知的財産高等裁判所は、現在１８名の裁判官に

より構成されている。また、知財高裁、東京地裁、大阪高裁、大阪地裁にお

いて知的財産関係訴訟を専門的集中的に扱っている裁判官は４５名に及ん

でいる。 

・ 加えて、２００４年には裁判所法等の一部が改正され、知的財産関係訴訟の

紛争処理機能が強化された。 

 

ⅱ）期待される人材像（スキル） 

・ 裁判官として通常求められる資質に加え、知的財産に関する訴訟の高度な専

門性に対応し、適正かつ迅速な審理、判断ができること。 

 

ⅲ）期待される具体的な育成策 

・ 国際交流、外部における研修、知的財産・技術に関する研修を引き続き充実

させてはどうか。 
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Ｆ）裁判所調査官 

i）現状・課題 

・ 裁判所調査官は、裁判官の命を受け、特許、実用新案等に関する事件の審理、

裁判に関して必要な技術的事項を調査している。 

・ さらに、２００４年に制定された裁判所法等の一部を改正する法律により、

２００５年４月からは、裁判長の命を受けて、口頭弁論期日等において、訴

訟関係を明瞭にするため、当事者に対して問いを発することができるように

なった（民事訴訟法第９２条の８）。 

・ 知財高裁、東京地裁、大阪地裁において合計２１名（２００５年４月現在）

が配置されている。 

・ 知財高裁には、１１名が配置され、１０名が特許庁、１名が弁理士会からの

出向者である。裁判所調査官の執務室には、特許庁の審査官と同等の検索シ

ステムが設置されている。 

 

ⅱ）期待される人材像（スキル） 

・ 専門的技術分野に関する深い知識をもつこと。 

・ 訴訟における技術の役割を理解し、裁判官に対し必要な情報を過不足なく、

明確に伝えることが出来ること。 

 

ⅲ）期待される具体的な育成策 

・ 訴訟における技術分野の複雑化に対応するため、より一層優れた人材を確保

してはどうか。 
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Ｇ）専門委員 

i）現状・課題 

・ ２００３年の民事訴訟法等の一部を改正する法律により導入された専門委

員制度が、２００４年 4月からスタートした。 

・ 専門委員は、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図る必要が

ある場合などに、専門的な知見に基づく説明をするために、裁判所の決定に

より関与する（民事訴訟法第９２条の２）。 

・ 専門委員は、最高裁判所が任命する非常勤職員であり、大学や公的機関の研

究者など、各専門技術分野における高度な専門的知見を有する者が任命され

ている。 

・ 知的財産訴訟の分野において、スタート当初から約１００人の専門委員を選

任し（平成１７年５月現在１７４人）、専門的知見の訴訟への適正な導入に

努めている。 

・ 専門委員制度は新しい制度であることから、十分に定着していないのではな

いかという指摘がある。 

・ 企業出身者は特許権の取得等で経験が豊富なものの、同じ業界の場合訴訟当

事者との利害関係がある可能性もあり、専門委員になるのは難しいのではな

いかという指摘がある。 

・ 専門委員は、訴訟の進行に関しては詳しくない場合があるとの指摘がある。 

 

ⅱ）期待される人材像（スキル） 

・ 専門的技術分野に関する深い知識に加え、その周辺技術についても知見をも

つこと。 

・ 中立的な見方ができること。 

・ 訴訟における技術の役割を理解し、裁判官に対し必要な情報を過不足なく、

明確に伝えることが出来ること。 

 

ⅲ）期待される具体的な方策 

・ 説明の客観性をより一層高めるようにしてはどうか。 

・ 専門委員の重要性を世の中に対しアピールすることで、専門委員を引き受け

る者へのインセンティブを高めてはどうか。 

・ 大学において、教職員が専門委員を引き受けた場合には一定の評価をするよ

うにしてはどうか。 
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（２）知的財産活用人材の育成 

①民間 

Ａ）研究者（知的財産創造人材） 

＜企業・大学等の研究者＞ 

i）現状・課題 

（研究人材に対する知的財産教育） 

・ 全国の大学で知的財産に関する授業科目が整備されつつあり、理系の大学学

部・大学院においても知的財産教育が実施されている。２００３年度現在、

自然科学系学部における知的財産に関連する科目の設定は約９０大学で、自

然科学系の研究科における知的財産に関連する科目の設定は約４０大学院

となっている。（文部科学省調査より、知的財産戦略推進事務局にて推計） 

・ 例えば、山口大学では、工学部３年生を対象に共通教育科目として、具体的

な知的財産活用の演習を含めた「知的財産権論」（選択）を設置、３００人

中４０～５０人程度の学生が履修している。また、２００５年度より工学部

において、知的財産関連科目として特許法（２単位）、ＭＯＴ入門（２単位）

を設置した。 

（研究者の知的財産意識） 

・ 研究成果の知的財産利用については、個々の研究者により、取組みの程度に

温度差がある。特許数が成果として評価される民間企業や、研究を行う際の

資金の取得が使命となっている公的研究機関の研究者は、特許の取得等に対

する意識が高いが、大学の研究者は論文を重視する傾向がある。 

・ 特許取得に慣れていない研究者の場合、何が特許の取得につながるのか必ず

しも具体的な知識があるわけではなく、活用性の高い研究計画を策定するこ

とが難しい状況もある。 

・ 特許出願を行う際に、明細書と特許権の効力との関係が十分に認識されてい

ない場合には、質の良い明細書が作成されないことがある。 

・ 特許出願の事例が少ない研究機関においては、相談窓口や情報が不足し、特

許出願を検討するにあたっての具体的アドバイスを得ることが難しい場合

もある。 

 

ⅱ）求められる人材像・スキル 

・ 知的財産制度に関する基礎知識（特許情報の利用方法、研究成果の権利化に

必要な知識、研究ノートや秘密管理に関する知識など）を有していること。 

・ 特許明細書の作成能力や内容の説明能力を有していること。 

・ 研究の実施にあたり、研究成果の権利化及びビジネスでの活用可能性を考慮
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して研究計画を策定するスキルを身につけていること。 

 

ⅲ）具体的な対応策 

・ 理系学生に対しては、大学学部・大学院において、知的財産を単位科目とす

るような取組みを一層充実するとともに、これら知的財産関連科目の履修等

を促すべきではないか。 

・ 研究者が研究計画を策定し、研究を実施する際に具体的にどのような点に注

意し、何をすれば良いのかを明らかにするため、研究者に対して、知的財産

の保護・活用に関する成功事例、失敗事例を盛り込んだ研修を実施すべきで

はないか。 

・ 技術情報の流出の防止、発明者の明確化及び不正の予防等のため、研究者に

対して、「研究ノート」の作成を奨励すべきではないか。 

・ 大学の研究者に対しては、知的財産に関する学内ルールの徹底を図るため、

一層の普及啓発を行うべきではないか。 

・ 企業の研究者に対しては、新人研修をはじめ業務経験に応じた知的財産研修

がなされるよう、企業の一層の取組を奨励すべきではないか。 

 

＜公設試験研究機関の研究者＞ 

i）現状・課題 

（研究人材に対する知的財産教育） 

・ 公設試の研究員となる人材は、大学の理系学部・大学院出身者が主であり、

知的財産教育については企業・大学等の研究者と同様である。 

（研究者の知的財産意識） 

・ 公設試は、地域の産業を技術の側面から支援することを目的に、各地方自治

体に設置されている。地域の大学とともに研究開発の拠点として活動し、地

域企業への技術移転、特徴ある産業の育成による地域ブランドの創造など、

地域に密接した知的財産活動を推進すべき立場にある。 

・ 従来より、技術指導、技術相談、依頼試験・分析、技術講習会、研修生の受

入、技術情報の提供など、地域の中小企業の技術支援を行っているが、今後

は、研究開発成果をビジネスに活かすための橋渡し機能を強化すべきである

との指摘がなされている。 

・ また、公共試験研究機関は、大学との連携が弱い場合が多いとの指摘もなさ

れている。 

・ 現状では、公設試のトップがようやく知的財産に目覚めつつある状況にある

といわれている。 
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ⅱ）求められる人材像・スキル 

企業・大学等における研究者に求められる人材像・スキルに加え、 

・ 自らの研究内容に関連する地域産業の情報や動向を把握しており、地域の産

業振興に寄与する研究開発の課題設定を行うことができること。 

・ 研究成果の地域の中小企業等に対する技術移転が円滑に進むよう、知的財産

の権利化・活用に留意した研究開発の計画策定及び実施ができること。 

 

ⅲ）具体的な対応策 

企業・大学等における研究者育成のための対応策に加え、 

・ 研究者が地域の中小企業、商工会議所及び大学の研究者やスタッフと情報交

換や共同で研修を行う機会を増やすなど地域との連携を強化すべきではな

いか。 

・ 知的財産を活用した産業育成に資する知識と理解を深めるため、民間企業と

の人事交流や知的財産に関する業務のＯＪＴなどを実施すべきではないか。 
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Ｂ）経営者 

i）現状・課題 

・ 研究開発型の企業の多くは、知的財産戦略を経営戦略の柱としている。特に

バイオ系の企業においては、重要な特許の存在が企業経営の趨勢を決める場

合があり、企業経営者の知的財産に対する認識は極めて高い。 

・ 近年、多くの企業が研究開発戦略と事業戦略の三位一体の経営戦略を展開し

ており、経営者の知的財産に関する認識も急速に高まっている。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 企業経営に必要な制度全般の理解、最新の知的財産活動をめぐる業界の動向

等の情報を的確に把握すること。 

・ 知的財産戦略を取り入れた経営戦略を推進し、企業の利益に結びつけること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 経営戦略の参考となるよう、産学官連携サミット、知的財産戦略セミナー、

シンポジウムの開催や企業と関連府省との意見交換を行うことを奨励すべ

きではないか。 

・ 知的財産に対する取組の成功事例や失敗事例を経営者に紹介すべきではな

いか。 

 

〈経営者（コンテンツ関連）〉 

i）現状・課題 

・ デジタル化・ネットワーク化の時代においては、コンテンツを活用したビジ

ネスの展開の可能性は大きくなっている。 

・ その一方で、技術の発展やメディアの動向、法制度の整備などコンテンツ産

業をめぐる環境の変化はめまぐるしい。 

・ それらの状況に柔軟に対応するための知識や感覚を持ったコンテンツ関係

企業の経営者が増えることにより、コンテンツ産業全体の振興につながる。 

 

ⅱ）求められる人材（スキル） 

・ 経営能力や業界実態に関する知識などはもちろん、著作権法や契約、技術動

向に関する基礎的な知識を備えていること。 

・ 海外市場も視野に入れた国際的な感覚を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 
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・ 企業内における研修の充実や企業の経営者向けのコンテンツ産業に関する

研修の活用を奨励すべきではないか。 

・ 法学部や経済学部などにおいても、コンテンツ産業に関する講義等が実施さ

れるよう促すべきではないか。 
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Ｃ）プロデューサー（コンテンツ関連） 

i）現状・課題 

・ クリエーターの生み出す作品を広く世の中に流通させるためには、制作から

流通までの全体的な計画を戦略的に作るプロデューサーの役割は大きい。 

・ 制作に際しての資金調達方法やコンテンツの利用方法が多様化する現在、コ

ンテンツビジネスにおける著作権や金融に関する知識の重要性も高まって

いる。 

・ 我が国の魅力的なコンテンツを国際展開するためには、海外市場を視野に入

れた制作・流通戦略を練ることが必要であり、国際的に戦える作品をプロデ

ュースできる人材が求められている。 

・ それらのスキルを持ったプロデューサーの養成が進められるとともに、産学

間での人材ニーズのギャップや、今後数年間のうちに輩出されるコンテンツ

人材の有効な活用方策などについても視野に入れた育成方策の提案が必要

である。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 業界実態に関する基礎的な知識はもちろん、ビジネス展開に際して必要な資

金調達能力や予算・時間管理能力、交渉能力、作品の宣伝ノウハウを持って

いること。 

・ 著作権や契約、資金調達システムなどに関する法知識や今後のメディアの変

化に敏感な感覚を備えていること。 

・ 最新の技術に関する知識や海外市場も視野に入れた国際感覚を備えている

こと。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

→クリエーターの育成策とまとめて後述 

 



 48

 

Ｄ）クリエーター 

i）現状・課題 

・ エンターテインメント文化や産業を振興するためには、質の高いクリエータ

ーの育成を進めることが不可欠である。 

・ 近年、クリエーターの育成に関して、大学等を始め、各方面で様々な取組が

始まっている。 

・ これらの教育機関で質の高い教育が進められるとともに、産学間での人材ニ

ーズのギャップや、今後数年間のうちに輩出されるコンテンツ人材の有効な

活用方策などについても視野に入れた提案が必要である。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ クリエーターとしての創作力は当然のこと、デジタルコンテンツを巡る最新

の技術動向や、業界・著作権法に関する知識を備えていること。 

・ オリジナリティのある新たな表現手法を開発しうる能力を有していること。 

・ 国際的に戦えるコンテンツを創る力を持っていること。 

 

ⅲ）プロデューサー・クリエーターの具体的な育成策 

（大学等における教育） 

・ 系統だった人材の育成・指導ができるカリキュラムモデルづくりを進めるべ

きではないか。 

・ コンテンツ分野における大学間連携を進めるべきではないか。 

・ 同じ学内での関連学部学科・研究機関との連携を進めるべきではないか。 

・ 日本が世界に誇るアニメなどについて、外国人も積極的に学ぶことができる

よう、配慮するべきではないか。 

・ クリエーターを育成する機関でも、著作権や契約などコンテンツビジネスに

関する知識を育てる機会が作られるよう促すべきではないか。 

・ 法学部や経済学部などにおいても、コンテンツ産業に関する講義等が実施さ

れるよう促すべきではないか。 

 

（研究開発の推進） 

・ 我が国発の斬新なコンテンツの創造のため、大学・研究機関において先端

の映像技術、インタラクティブ技術等の研究開発を進めるべきではないか。 

・ 高度技術人材や自ら技術開発のできるクリエーター等の融合人材の育成を

進めるための研究開発を進めるべきではないか。 

・ これらの取組みを通じて得られた新規技術や育成された高度技術人材を核
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とした新規事業を起こすための産学連携を促進するべきではないか。 

・  これまで行われてきたコンテンツ科学技術人材の育成に関する実績を、コ    

ンテンツ関係の教育機関に広く周知するべきではないか。 

 

（産学連携の推進） 

・ 映像産業振興機構などを活用し、インターンシップの促進や大学等で教える

産業界の人材を登録・紹介する仕組みを作るべきではないか。 

・ 大学等の教育の中で、施設・設備や教材面で産業界の協力が得られるような

仕組みを作るべきではないか。 

 

（育成されたコンテンツ人材の活用） 

・ コンテンツ人材とビジネスとのマッチングを行う場として、また、企業が学

生を評価する指標のひとつとして、学生作品を対象としたコンテストの開催

などを行うべきではないか。 



 50

 

Ｅ）標準担当者 

i）現状・課題 

・ 標準化業務は、企業内でも注目されにくい業務であることから、標準の業務

に対するインセンティブは得られにくい。 

・ 海外の一流の標準担当者は長期にわたって標準化の業務を行っているのに

対して、我が国の標準担当は、短期間で異動してしまうという傾向がある。 

・ 従来の標準担当者は、特許を担当する部門との連携が必ずしも十分に図られ

ていなかった。しかし、特許戦略を絡めた標準化活動は企業の利益に大きく

貢献することから、特許に関する知識を備え、特許戦略をベースに標準化活

動が出来る人材の育成が求められている。 

・ （財）日本規格協会では、標準化に関する様々なセミナー研修を実施してい

る。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 標準化の対象となる技術に対する十分な知識を備えていること。 

・ 標準化のプロセスに関する知識を備えていること。 

・ 論理的な思考力、国際交渉に耐えられる英語力及び交渉能力を備え、国際的

に戦えること。 

・ 国内外の特許法及び特許法に基づく手続きに関する知識を備えていること。 

・ 標準化に関する豊富な実務経験と人脈を有していること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 標準化活動が成功した事例、失敗した事例を紹介することにより、企業が標

準化活動の重要性を認識するように促すとともに、企業が標準担当者を評価

し、十分な処遇を確保するなど、優秀な人材が積極的に標準化活動に関わる

ことができる環境を整備するよう促すべきではないか。 
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②教育・研究機関等 

Ａ）コンテンツ分野学部・大学院の教員 

i）現状・課題 

・ 現在、映像・映画に関する授業を実施している大学の数は学部段階では２６

８校、大学院段階では６８校（平成 15 年度カリキュラム）存在するなど、

コンテンツ分野の人材を養成する教育機関の数は充実してきている。 

・ しかしながら、それらの大学等において、系統だった人材育成を行うことが

できる教員の数が十分ではないという指摘がある。 

 

ⅱ）求められる人材像（スキル） 

・ 著作権法や契約法などの法制度に関する知識はもちろん、業界実態に関する

知識やビジネス感覚を備えていること。 

・ 表現の多様化を図る最先端のデジタル技術に関する知識を備えていること。 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 最先端の技術を用いたコンテンツの創造・保護・活用を進めるため、産学連

携の下、デジタルコンテンツ分野における新たな技術開発やコンテンツ人材

育成のための研究開発を支援するべきではないか。 

・ コンテンツ分野における研究者の養成に資するため、デジタルコンテンツに

関する総合的な学会設立などのネットワークづくりの動きを後押しするべ

きではないか。 

・ 上記のような育成策を通して、系統だった人材の育成・指導ができる教員が

育つ環境を作るべきではないか。 
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（３）裾野人材 

（小中高校の生徒・児童に対する教育） 

i）現状・課題 

・ 新しい技術や個性あふれるコンテンツなど独創的な知的財産を生み出す力

を伸ばすためには、小中高校の生徒・児童の頃からの創造性を育む教育が重

要な役割を果たす。 

・ また、知的財産が我々の普段の生活や経済活動の中で大きな関わりをもって

きたことを踏まえ、小中高校の生徒・児童の頃から知的財産に関する知識を

学ぶ機会を充実することが重要である。 

 

ⅱ）求められる知識・能力 

・ 独創的な知的財産を生み出す創造力 

・ 知的財産の尊重マインドや制度に関する基本的な知識 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 科学技術の土台である理科教育の充実を図るべきではないか。 

・ 自然体験やものづくり体験など様々な体験活動や文化に触れる機会を通し

て豊かな心を育むべきではないか。 

・ 小学校の早い段階から、知的財産マインドの醸成を図るための知的財産教育

を推進すべきではないか。 

・ 初等中等教育向けの知的財産に関する教材の作成・提供や教員向けの研修等

の実施や手引き書の作成、学校における知的財産教育の具体的手法の研究開

発などの教育事業を進めるべきではないか。 

 

（大人に対する教育） 

i）現状・課題 

・ 多くの一般消費者に知的財産が認識されているわけではなく、模倣品・海賊

版の購入が後を絶たない 

・ 企業等においては、営業部門や企画部門など、これまで知的財産との関わり

の少なかった部署においても、知的財産に係る知識を必要とする場面が増え

ている。 

・ 知的財産立国を実現するためには、社会全体に知的財産を尊重するマインド

が行き渡り、あらゆる人が知的財産に係る一定の教養を身につけることが望

まれる。 

 

ⅱ）求められる知識・能力 
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・ 知的財産の尊重マインドや制度に関する基本的な知識 

 

ⅲ）具体的な育成策 

・ 上述のとおり、初等中等教育段階における知的財産教育を推進すべきではな

いか。 

・ 社会人が持つべき基本的な知識・マインドのひとつとして知的財産を位置づ

け、企業の社内研修等においても、知的財産をとりあげるべきではないか。 

・ 知的財産に係るセミナーの開催やパンフレットの作成など、国民全般に対す

る普及・啓発事業を促進するべきではないか。 
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第５章 総合戦略の進め方 

 

（総合戦略の展開） 

 本総合戦略においては、今後１０年間の人材育成活動の集中的な実施によっ

て、知的財産専門人材を現行の約６万人から約１２万人へと倍増させるなどの

目標を掲げている。 

本総合戦略の実施に当たっては、実施期間を以下の３つの期に分け、それぞ

れの期間において人材育成施策を強力に進めることとする。 

・ 第１期 初年～３年：基盤整備期 

・ 第２期 ４年～７年：集中実施期 

・ 第３期 ８年～１０年：結実期 

 

（各期における知財人材育成活動への期待） 

（１）第１期（初～３年）：基盤整備期 

 この期においては、 

・ 人材育成に係る基盤の整備や知的財産教育の実践環境の整備等を集中的

に進めることとする。 

・ 制度的な問題点がある場合には、この期に当該問題の解消が行われること

が望ましい。 

・ 一部の教育・研修機関等において先行している先進的な取組みが他の機関

にも広まり、提供される教育研修機能の底上げがなされるとともに、多様

化の進展が期待される。 

 

（２）第２期（４～７年）：集中実施期 

  この期においては、 

・ 前期において整備された教育環境の下、人材育成活動をさらに加速し、集

中的に実施することとする。 

・ 知財を経営戦略に組み込む企業が増え、知財人材の活躍機会が拡大するこ

とが期待される。 

・ 前期において育成された人材が社会で活躍を始め、知的財産専門人材の数

も急速に増加することが期待される。 

・ 専門人材の増加に伴い、専門人材間の競争も激しくなり、その結果、より

優秀な人材への需要が高まることが期待される。 

・ それぞれの教育・研修機関が、より特色を打ち出した活動を展開すること

が期待される。 
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（３）第３期（８～１０年）：結実期 

この期においては、 

・ 知財人材に対する需要を見据えつつ、引き続き人材育成活動を展開するこ

ととする。 

・ 前期において社会に出た人材が、経験を経て、能力を開花させることが期

待される。 

・ 質の高い知的財産人材の活躍により、我が国全体の国際競争力が向上する

ことが期待される。 

・ 知的財産人材のロールモデルが確立し、次世代の知的財産人材の目標とな

ることが期待される。 

・ 裾野にも知財に係る知識を持つ人が増え、世界に誇る知財民度を有する国

になることが期待される。 

 

 

（総合戦略の実施状況の評価） 

本総合戦略に基づく人材育成活動の実施状況については、第１期から第３期

までの各期ごとに評価を行い、評価の結果に応じて適切な措置を講じるものと

する。 



知的財産人材育成の課題（案）
参考資料集

２００５年１１月３０日
知的財産戦略推進事務局



研究開発を行う民間企業における知的財産関連人材の過不足感

46.4%

57.0%

56.8%

52.9%

42.3%

42.9%

0.6%

0.6%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１４年度調査

１６年度調査（現在）

１６年度調査（５年後）

不足

過不足なし

余剰

出展：文部科学省「民間企業の研究活動に関する調査報告（平成１６年度）」（平成１７年９月）、
「民間企業の研究活動に関する調査報告（平成１４年度）」（平成１５年９月）

１



知財人材の分類と知財教育（概念図）

知財のわかる研究者・技術者
知財のわかるクリエーター
知財のわかる経営者 等

知財専門人材
＜狭義の知財人材＞

弁理士
企業の知財担当
大学産学連携従事者
知財に係る法曹
行政の知財担当
知財研究者 等

知財活用人材
＜広義の知財人材＞

裾野人材

知財の教養を持つ職業人
知財の教養を持つ消費者 等

知財の
教養教育

創造性
教育

知財の
専門教育

OJT、
研修

特定職種の
知財専門教育

人材
交流

高等教育

初中教育

２



様々な知財人材

弁理士
技術スタッフ
サーチャー
知財翻訳者
知財情報提供事業者

弁護士
大企業の知財部員

中小企業知財担当者

研究者（企業）

研究者（大学）

研究者（公設試）

知財政策担当者（政府、地方）

特許庁審査官・審判官
種苗審査関係者

知財取締職員
（税関、警察、種苗等） 大学知財本部、ＴＬＯ

コーディネータ、
アドバイザー

知財信託担当者
知財流通業者

官

標準担当者

プロデューサー（コンテンツ関
連）

クリエーター
経営者

裁判官
調査官
専門委員

知財研究者

産

学

（狭義） （広義） （裾野）

コンテンツ系学部・
大学院の教員

知財専門人材
の範囲の拡大 ３



融合人材の育成
～専門性のワイドな人材の必要性～

高

専
門
性

広

他分野にも通じた
知財専門人材
＝融合人材

知的財産
専門人材

高度な知見
を持つ知的財産
専門人材

高度な
融合人材

複数の専門性
を持つ高度な
人材の育成

専門能力
の高度化

４
領域性



 

 

日米の弁理士、弁護士の現状 
 

 日本 米国 

出願件数 約４２．３万件 約３７．６万件 

審査請求件数 約３２．８万件 － 

弁理士 ６，１２７人 
（うち弁護士登録者３３９人）

・Patent Attorney 
２３，５５３人 

 
・Patent Agent 

７，０１４人 

弁護士 ２２，０７２人 
（うち弁理士登録者３３９人）

１，００６，８０４人 
（うち Patent Attorney 

   ２３，５５３人） 

 
    注)  
    ・日本の出願件数は、審査請求件数は 2004年の数値。出所：特許行政年次報告書 
   ・米国の出願件数は、2004年度の数値。出所：SPTO Annual Report(2004)  
    ・日本の弁理士、弁理士登録している弁護士数、PatentAgent、PatentAttorney数は 2005年 3月 31日現在。  

出所：特許行政年次報告書  
・日本の弁護士数は 2005年 10月５日現在 出所：日本弁護士連合会ＨＰ 
・米国の弁護士数は 2003年 12月現在 出所：裁判所データブック２００４ 

５ 



 

 

 

諸外国の法曹人口の比較 

 

 アメリカ イギリス ドイツ フランス 日 本

人口（億人） 2.9 0.5 0.8 O.6 1.3 

法曹人口 

(対人口 10万比) 

1,072,863

（372） 

102,381 

（196） 

152,850 

（186） 

47,347 

（79） 

25,835 

(20) 

裁判官 

(対人口 10万比) 

31,275 

(11) 

3,803 

(7) 

20,901 

(26) 

5,257 

(9) 

3,191 

(3) 

検察官 

(対人口 10万比) 

34,784 

(12) 

2,682 

(5) 

5,150 

(6) 

1,857 

(3) 

2,404 

(2) 

弁護士 

(対人口 10万比) 

1,006,804

(349) 

95,896 

(182) 

126,799 

(154) 

40,233 

(67) 

20,240 

(17) 

 

１．人  口：アメリカ；2002年 7月、イギリス；2002年 6月、ドイツ；2003年 6月、フランス；2003

年 11月、日本；2003年 10月 

２．裁判官数：アメリカ；2004年 3月、イギリス；2003年 12月、ドイツ；2002年、フランス；2004年 1

月、日本；2004年 

３．検察官数：アメリカ；2004年 3月、イギリス；2004年 1月、ドイツ；2002年、フランス；2004年 1

月、日本；2004年 

４．弁護士数：アメリカ；2003年 12月、イギリス；2002年 7月、ドイツ；2004年 1月、フランス；2003

年 1月、日本；2004年 4月 

出所：「裁判所データブック２００４」（最高裁判所事務総局）を基に作成 
 

６ 



２００５年 ２０１５年

専門人材

６万人

専門人材
12万人

基盤整備期

量を２倍、
質を充実

２００８年 ２０１２年

集中実施期

結実期

知財人材総合戦略の進め方
～専門人材の倍増～

人材育成総合戦略の集中的な実行 ７
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